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平
成
三
〇
年
十
二
月

平
安
時
代
の
逆
修
の
変
遷

山

口

希

世

美

は
じ
め
に

結
縁
経
は
逆
修
供
養
の
際
に
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
、
逆
修
が
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
を
願
う
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。
し
か
し
平
安
時
代
で
、
逆
修
供
養
の
際
に
結
縁
経
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
結
縁
者
自
身
が
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
を
結
縁

経
の
主
目
的
と
し
て
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
逆
修
の
目
的
も
仏
縁
を

結
ぶ
こ
と
で
は
な
い
と
起
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
結
縁
経
が
始
ま
る

摂
関
期
以
前
の
逆
修
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
逆
修
説
法
』
や
『
逆
修
講
縁
起
』
等
の
文
献
資
料
、

考
古
資
料
の
板
碑
に
関
す
る
中
世
逆
修
の
研
究
は
あ
る
が
、
平
安
時
代

の
逆
修
を
詳
細
に
扱
っ
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
川
勝
政
太
郎
が
平

安
時
代
か
ら
近
世
ま
で
を
概
説
的
に
扱
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
）
1
（

。

本
稿
で
は
、
平
安
時
代
の
逆
修
供
養
と
中
陰
供
養
の
内
容
の
変
遷
、

及
び
、
比
較
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
修
が
仏
縁
を
願
う
こ
と
を
主

目
的
と
し
た
行
為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
結
縁
経
が
逆
修
供
養

で
行
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
古
代
の
中
陰
供
養

逆
修
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
あ

ら
か
じ
め
死
後
の
冥
福
を
祈
っ
て
仏
事
を
行
な
う
こ
と
。
死
後
に
行
な

う
七
七
日
の
仏
事
を
生
き
て
い
る
う
ち
に
営
み
、
冥
福
を
祈
る
こ
と
」

と
あ
る
）
2
（

。
死
後
の
冥
福
を
祈
る
仏
事
と
は
、
没
後
四
十
九
日
（
七
七
日
）

ま
で
の
七
日
ご
と
の
中
陰
供
養
や
、
周
忌
供
養
な
ど
の
菩
提
供
養
を
指

す
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
修
は
自
ら
を
被
供
養
者
と
し
て
、

中
陰
供
養
と
同
様
の
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
中
陰
供
養
の
研
究
が
見
当
た
ら
な
い
の

で
、
天
皇
に
対
す
る
中
陰
供
養
の
始
ま
り
と
、
院
政
期
の
中
陰
供
養
だ

け
で
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
中
間
は
調
査
中
で
あ
る
。

中
陰
供
養
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、
持
統
上
皇
に
対
し
て
で
あ

る
。
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
正
月
五
日
の
二
七
日
に
四
寺
、
七
七
日
に

卅
三
寺
で
斎
を
設
け
さ
せ
て
い
る
。
以
後
、
奈
良
時
代
前
後
の
中
陰
供

養
は
斎
と
記
さ
れ
、
諸
寺
で
誦
経
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
武
天
皇

以
後
で
は
一
周
忌
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
何
の
仏
を
前
に
、
何
の
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経
が
読
ま
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
り
仁
明
天
皇
や

文
徳
天
皇
の
中
陰
供
養
の
際
に
は
、
亡
く
な
っ
た
場
所
や
山
陵
近
く
の

寺
で
中
陰
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
以
上
『
日
本
紀
略
』）。

院
政
期
で
は
（『
中
右
記
』『
永
昌
記
』『
長
秋
記
』『
兵
範
記
』
等
）、
中
陰

供
養
の
他
に
、
月
忌
や
遠
忌
と
呼
ば
れ
る
周
忌
供
養
も
行
わ
れ
て
い

る
。
中
陰
供
養
は
法
事
と
呼
ば
れ
、
三
七
日
・
五
七
日
・
七
七
日
の
重

要
視
化
が
見
ら
れ
る
。
法
事
が
行
わ
れ
る
場
所
は
、
亡
く
な
っ
た
邸
が

多
く
、
殯
殿
と
呼
ば
れ
る
火
葬
後
の
骨
を
安
置
し
た
寺
や
火
葬
場

（
墓
・
山
陵
）
近
く
の
寺
で
も
行
わ
れ
る
。
仏
は
、
釈
迦
や
阿
弥
陀
如
来
、

普
賢
菩
薩
の
ほ
か
、
亡
く
な
る
直
前
の
逆
修
で
用
い
た
仏
像
や
、
曼
荼

羅
が
見
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
あ
る
が
一
定
化
さ
れ
て
い
な
い
。

法
事
と
は
別
に
、
中
陰
期
間
中
毎
日
の
懺
法
と
例
時
、
七
日
ご
と
の
御

斎
会
を
命
じ
る
京
近
隣
七
ヶ
寺
へ
の
誦
経
使
派
遣
が
行
わ
れ
て
い
る
。

奈
良
時
代
で
は
諸
寺
に
誦
経
を
さ
せ
る
斎
が
中
陰
供
養
だ
っ
た
が
、

院
政
期
で
は
法
事
が
主
に
な
っ
て
い
る
。

二
　
平
安
時
代
の
逆
修
の
変
遷

逆
修
は
、
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
の
周
忌
願
文
に
見
え
る
例
が
早
く
、

内
容
が
分
か
る
の
は
、
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
三
月
十
八
日
に
式
部
大

輔
室
が
行
っ
た
多
宝
仏
塔
の
造
立
と
写
経
を
供
養
す
る
願
文
で
あ
る
）
3
（

。

「
廻
為
二
周
忌
之
追
福
一
」
や
「
唯
願
将
充
下
自
二
三
七
日
一
、
至
二
五
七
々

七
日
一
之
大
功
徳
上
」
か
ら
中
陰
供
養
と
の
関
係
性
は
見
い
だ
せ
る
が
、

方
法
が
異
な
る
。
ま
た
、
文
中
に
鉄
囲
山
の
言
葉
は
見
え
る
が
、
須
弥

山
や
弥
勒
菩
薩
は
出
て
こ
な
い
。
逆
修
が
仏
菩
薩
と
の
結
縁
を
願
う
も

の
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
名
が
願
文
に
出
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
例
は
、
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
三
月
九
日
に
仁
和
寺
で
宇
多
上

皇
が
行
っ
た
法
華
八
講
で
あ
る
（『
日
本
紀
略
』）。
摂
関
期
以
降
、
周

忌
・
遠
忌
頃
に
八
講
が
行
わ
れ
る
が
、
中
陰
供
養
で
の
例
を
見
な
い
。

藤
原
忠
平
が
行
っ
た
承
平
二
年
（
九
三
二
）
三
月
廿
日
の
七
ヶ
度
の

逆
修
で
は
、
一
日
誦
経
を
延
暦
寺
な
ど
七
寺
同
時
に
行
わ
せ
て
い
る
）
4
（

。

中
陰
供
養
の
際
に
見
ら
れ
る
誦
経
使
派
遣
と
同
様
で
あ
る
。

天
元
五
年
（
九
八
二
）
七
月
十
三
日
、
奝
然
上
人
が
母
の
逆
修
と
し

て
、
七
七
日
の
た
め
に
十
講
を
行
っ
て
い
る
）
5
（

。
供
養
に
用
意
さ
れ
た
の

は
八
巻
の
『
法
華
経
』
と
二
巻
の
『
仁
王
般
若
経
』、
十
斎
仏
菩
薩
等
の

絵
像
の
た
め
、
こ
の
十
講
は
法
華
十
講
で
は
な
い
。
十
斎
仏
菩
薩
は
後

述
す
る
「
十
王
経
」
の
前
身
と
な
る
生
七
斎
と
の
関
連
を
起
想
さ
せ
る
。

治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
五
月
廿
八
日
か
ら
四
十
九
日
間
、
藤
原
道

長
は
法
成
寺
に
等
身
阿
弥
陀
如
来
絵
像
四
十
九
体
を
か
け
て
逆
修
法
事

を
行
っ
た
（『
小
右
記
』）。
還
暦
を
迎
え
た
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
四
月

三
日
に
は
、
年
齢
数
の
六
十
一
体
と
、
一
月
に
十
二
巻
を
宛
て
て
書
写

し
た
阿
弥
陀
経
を
供
養
し
、
二
度
目
の
逆
修
を
行
っ
て
い
る
（『
左
経

記
』）。
以
後
、
逆
修
を
複
数
回
行
う
例
が
増
え
る
。

摂
関
期
、
逆
修
済
み
を
理
由
に
、
遺
族
が
行
う
中
陰
供
養
を
故
人
が

制
止
し
た
例
が
あ
る
）
6
（

。
こ
の
頃
に
は
七
分
全
得
の
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
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う
で
あ
る
。
し
か
し
遺
族
の
思
い
は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
中
陰
供

養
と
は
異
な
る
曼
荼
羅
供
養
や
阿
弥
陀
護
摩
を
検
討
し
て
い
る
例
が
見

ら
れ
る
（『
春
記
』
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
月
廿
五
日
）。

康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
閏
八
月
十
日
の
藤
原
尊
子
の
五
十
日
逆
修

願
文
で
は
両
親
へ
の
廻
向
の
言
葉
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
院
政
期
の
逆
修

に
増
え
る
。
願
文
に
「
弥
陀
」
は
見
ら
れ
る
が
、
造
立
さ
れ
た
の
は
釈

迦
如
来
像
と
、
十
大
弟
子
の
仏
画
・
極
楽
変
曼
荼
羅
で
あ
る
。
こ
の
願

文
で
、「
没
後
之
追
福
、
七
分
獲
一
」
と
い
う
言
葉
が
よ
う
や
く
見
ら

れ
、
同
じ
大
江
匡
房
作
の
「
右
大
弁
長
忠
為
母
儀
逆
修
修
善
願
文
」
に

は
七
部
全
得
の
言
葉
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
式
部
大
輔
室
逆
修
願

文
の
「
乃
至
鉄
囲
山
、
其
下
枯
骨
、
共
成
二
仏
道
一
」
や
、
後
に
増
え

る
「
乃
至
法
界
平
等
利
益
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
、
逆
修
は
他
者
へ
の

廻
向
を
元
来
含
ん
で
お
り
、
七
分
全
得
の
考
え
方
は
日
本
で
は
後
付
け

観
が
あ
る
。
匡
房
作
の
藤
原
敦
基
逆
修
で
は
）
7
（

、
初
日
釈
迦
三
尊
、
一
七

日
不
動
明
王
、
二
七
日
薬
師
如
来
、
三
七
日
観
世
音
菩
薩
、
四
七
日
弥

勒
菩
薩
、
五
七
日
法
華
曼
荼
羅
、
六
七
日
地
蔵
菩
薩
、
七
七
日
極
楽
浄

土
変
曼
荼
羅
が
供
養
さ
れ
た
。
朝
の
法
花
懺
法
、
夕
の
阿
弥
陀
経
に
つ

い
て
は
、
院
政
期
の
中
陰
期
間
中
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。「
極
楽
得
二
必

往
生
一
」
と
あ
る
が
、
初
日
か
ら
七
七
日
に
あ
た
る
日
そ
れ
ぞ
れ
の
仏

菩
薩
は
同
じ
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
が
い
な
い
。
一
方
、
承
暦
元
年

（
一
〇
七
七
）
七
月
廿
三
日
か
ら
始
ま
る
藤
原
頼
通
室
隆
姫
女
王
の
五
十

日
逆
修
で
見
ら
れ
る
仏
は
阿
弥
陀
如
来
の
み
で
あ
る
（『
水
左
記
』）。

当
初
の
逆
修
は
、
仏
と
の
縁
を
望
む
・
往
生
を
望
む
と
い
う
よ
り
、

功
徳
を
積
む
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
逆
修
の
方
法
は
中

陰
供
養
を
意
識
す
る
等
の
固
定
化
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
十
世
紀
に
中
陰
・
周
忌
供
養
の
法
事
と
共
通
す
る
方
法
に
変
化
し

始
め
る
。
弥
勒
信
仰
か
ら
阿
弥
陀
信
仰
の
極
楽
・
地
獄
と
い
う
、
死
後

（
冥
途
）・
転
生
後
（
六
道
）
の
世
界
観
の
変
化
に
伴
う
も
の
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
院
政
期
に
か
け
て
逆
修
方
法
の
二
極
化
が
見
ら
れ
る
。
ひ
と

つ
は
、
供
養
対
象
が
阿
弥
陀
仏
の
み
で
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
と
の
仏
縁

を
望
む
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
供
養
す
る
仏
菩
薩
が
供
養
日
ご
と
に
変

わ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
釈
迦
如
来
・
地
蔵
菩
薩
は
ほ
ぼ
外
さ

れ
ず
、
日
本
に
お
け
る
初
期
逆
修
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
考
え
る
。

三
　「
十
王
経
」
と
逆
修

日
本
の
逆
修
で
は
当
初
か
ら
七
七
日
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
逆
修
の

開
始
に
三
七
日
の
逆
修
を
述
べ
る
「
灌
頂
経
」
の
影
響
は
考
え
に
く

い
。
ま
た
、
平
安
時
代
に
関
わ
る
「
十
王
経
」
は
、
延
久
四
年

（
一
〇
七
二
）
に
日
本
伝
来
と
さ
れ
る
唐
中
後
期
成
立
の
「
閻
羅
王
授
記

四
衆
預
修
生
七
往
生
浄
土
経
」
の
系
統
で
）
8
（

、
日
本
に
お
け
る
逆
修
の
開

始
に
影
響
は
な
い
。
し
か
し
、「
十
王
経
」
は
生
七
斎
を
基
礎
に
、

七
七
斎
が
挿
入
さ
れ
て
で
き
た
も
の
と
い
う
）
9
（

。
平
安
時
代
に
お
け
る
逆

修
の
開
始
は
、
こ
の
大
陸
の
生
七
斎
か
ら
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
考
え
る
が
、
紙
幅
の
関
係
に
よ
り
別
稿
で
検
討
し
た
い
。
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お
わ
り
に

一
章
で
中
陰
供
養
の
変
遷
を
確
認
し
、
第
二
章
で
そ
れ
と
比
較
し
な

が
ら
摂
関
期
以
前
に
重
点
を
置
い
て
平
安
時
代
の
逆
修
の
変
遷
を
考
察

し
て
き
た
。
逆
修
は
、
菩
提
供
養
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
中
陰
供
養
と

は
異
な
る
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
死
後
・
転
生
後
の
世
界
観
の
変

化
に
伴
い
、
中
陰
供
養
と
類
似
す
る
方
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
日
本
の
逆
修
は
、
当
初
は
功
徳
を
積
む
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、

特
定
の
浄
土
へ
の
希
求
、
つ
ま
り
仏
縁
を
結
ぶ
願
い
は
希
薄
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
平
安
時
代
に
お
い
て
仏
縁
を
望
む
結
縁
経
が
逆
修
供
養

の
際
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
。

1　

川
勝
政
太
郎
「
逆
修
信
仰
の
史
的
研
究
」（『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』

第
六
号
、
一
九
七
二
。
発
表
時
、
川
島
一
通
「
法
然
所
修
「
逆
修
法
会
」

の
特
異
性
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
二
）
に
平

安
時
代
の
逆
修
研
究
が
あ
る
と
安
孫
子
稔
章
氏
よ
り
情
報
を
頂
い
た
。
後

日
、
確
認
す
る
予
定
で
あ
る
）。

2　

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
四
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
、

二
九
〇
頁
。

3　
『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
一
「
為
源
大
夫
閤
下
、
先
妣
伴
氏
周
忌
法
会
願

文
」、
巻
第
十
二
「
為
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
室
家
命
婦
逆
修
功
徳
願
文
」

（
川
口
久
雄
校
注
『
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
七
二
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）。

4　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
貞
信
公
記
』
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
。

5　
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
三
「
奝
然
上
人
入
唐
時
為
母
修
善
願
文
」（
大
曾

根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
七
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
二
）。

6　
『
勧
修
寺
旧
記
』
承
平
二
年
九
月
廿
三
日
（
塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類

従
』
七
八
〇
（
補
・
太
田
藤
四
郎
、
第
二
十
七
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
八
四
））、『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
四
月
廿
七
日
・
寛
仁
三
年
九

月
十
九
日
。

7　
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
第
五
「
土
御
門
左
大
臣
室
家
尊
子
五
十
日

逆
修
願
文
」、
巻
第
三
「
右
大
弁
長
忠
為
母
儀
逆
修
修
善
願
文
」、
巻
第
六

「
前
上
野
守
藤
原
敦
基
朝
臣
逆
修
願
文
」（
山
崎
誠
『
江
都
督
納
言
願
文
集

注
解
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
）。

8　

本
井
牧
子
「
十
王
経
と
そ
の
享
受
（
上
）」（『
国
語
国
文
』
七
六
六
号
、

中
央
図
書
出
版
社
、
一
九
九
八
）。

9　

小
南
一
郎
「「
十
王
経
」
の
形
成
と
隋
唐
の
民
衆
信
仰
」（『
東
方
学
報
』

七
四
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
）。

〈
一
次
史
料
〉

黒
板
勝
美
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五

増
補
史
料
大
成
刊
行
会
『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
五

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
逆
修
供
養
、
中
陰
供
養
、
結
縁
経
、
十
王
経
、
古
代

（
佛
教
大
学
大
学
院
）


